
一
頁

〇
総
務
省
令
第

号

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴
覚

障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

指
定
法
人

第
一
節

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
（
第
三
条－

第
十
二
条
）

第
二
節

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
（
第
十
三
条－
第
二
十
一
条
）

第
三
章

交
付
金
（
第
二
十
二
条－

第
二
十
五
条
）

第
四
章

負
担
金
（
第
二
十
六
条－

第
三
十
条
）



二
頁

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
一
条－

第
三
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
文
字
と
す
る
。

第
二
章

指
定
法
人

第
一
節

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
頁

一

名
称
及
び
住
所

二

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

四

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八

役
員
が
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る



四
頁

書
面

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
後
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
規
程
を
添
付
し
て
、
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に



五
頁

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
六
条

法
第
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
時
間
に
関
す
る
事
項

二

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

三

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
施
に
係
る
組
織
、
運
営
そ
の
他
の
体
制
に
関
す
る
事
項

四

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
用
い
る
設
備
に
関
す
る
事
項

五

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
条
件
、
料
金
及
び
手
続
に
関
す
る
事
項

六

法
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

七

区
分
経
理
の
方
法
そ
の
他
の
経
理
に
関
す
る
事
項



六
頁

八

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

九

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

十

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
関
す
る
苦
情
及
び
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
事
項

十
二

そ
の
他
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
、
毎
事
業
年
度
開
始
の

日
の
十
五
日
前
ま
で
に
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指

定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項



七
頁

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
事
業
報
告
等
の
提
出
及
び
公
表
）

第
八
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
、
又
は
こ
れ
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
範
囲

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間

三

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）



八
頁

第
十
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名

二

選
任
又
は
解
任
の
理
由

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
当
該
選
任
に
係
る
者
の
略
歴

を
記
載
し
た
書
面
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
就
任

承
諾
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
一
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
法
第
十
六
条
の
帳
簿
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と

し
、
閉
鎖
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出

二

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
か
ら
の
金
銭
の
受
領
の
記
録



九
頁

三

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
交
付
金
の
額
の
総
額

四

法
第
九
条
各
号
の
業
務
ご
と
に
充
て
た
交
付
金
の
額

五

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
施
状
況

六

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
一
部
を
委
託
等
に
よ
り
他
の
事
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
委
託
等
に
係
る
契
約
事
項
及
び
業
務
の
実
施
状
況

（
交
付
金
の
返
還
等
）

第
十
二
条

法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
を
、
当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
行
う

こ
と
。

二

総
務
大
臣
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
す
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
に
電
話
リ
レ
ー
サ

ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
及
び
資
料
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三

そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項



一
〇
頁

第
二
節

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
十
三
条

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所

二

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

三

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

四

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類



一
一
頁

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

七

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八

役
員
が
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る

書
面

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
十
四
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
規
程
を
添
付
し
て
、
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項



一
二
頁

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

三

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
の
実
施
に
係
る
組
織
、
運
営
そ
の
他
の
体
制
に
関
す
る
事
項

四

交
付
金
の
額
及
び
負
担
金
の
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
事
項

五

交
付
金
の
交
付
及
び
負
担
金
の
徴
収
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六

法
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

七

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
免
に
関
す
る
事
項

八

区
分
経
理
の
方
法
そ
の
他
の
経
理
に
関
す
る
事
項

九

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
役
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項



一
三
頁

十

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

十
一

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
二

そ
の
他
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
、
毎
事
業
年
度
開

始
の
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
（
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指

定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由



一
四
頁

（
事
業
報
告
等
の
提
出
及
び
公
表
）

第
十
七
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を

総
務
大
臣
に
提
出
し
、
又
は
こ
れ
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
の
認
可
の
申
請
）

第
十
八
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
任
命
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
添
付
し

て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
九
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
を
各
事
業
年
度

の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出



一
五
頁

二

交
付
金
の
額
及
び
交
付
の
年
月
日

三

負
担
金
を
納
付
す
べ
き
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
名
称

四

前
号
に
掲
げ
る
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
負
担
金
の
額
及
び
納
付
の
年
月
日

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
二
十
条

法
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

総
務
大
臣
が
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
す
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ

ス
支
援
業
務
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
及
び
資
料
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
準
用
）

第
二
十
一
条

第
四
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
及
び
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支

援
業
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

交
付
金



一
六
頁

（
交
付
金
の
額
等
の
認
可
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
一
の
申
請
書
に
、
交
付
金

の
額
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
算
定
に
係
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
十
五
日
ま
で
に

（
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）

、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
算
定
に
係
る
年
度
に
お
け
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス

提
供
機
関
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
係
る

運
営
資
金
の
返
済
の
額
の
予
想
額
を
加
え
た
額
か
ら
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
よ
り
生
ず
る
収
益
の
額
の
予
想

額
及
び
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
係
る
運
営
資
金
の
借
入
れ
の
額
の
予
想
額
並
び
に
前
年
度
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー

ビ
ス
提
供
業
務
に
係
る
繰
越
収
支
差
額
（
収
入
の
額
か
ら
支
出
の
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
予
想
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
額
が
零
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
金
の
額
は
零
と
す
る
。



一
七
頁

（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
等
の
届
出
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
様
式
第

二
の
届
出
書
を
作
成
し
、
算
定
に
係
る
年
度
の
前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載

し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
の
交
付
の
特
例
）

第
二
十
五
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
交
付
金
の
額
に

か
か
わ
ら
ず
、
負
担
金
を
納
付
す
べ
き
特
定
電
話
提
供
事
業
者
に
つ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
が
生
じ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
時
期
以
降
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
に
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
額
か
ら
、

当
該
特
定
電
話
提
供
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
交
付
金

の
額
と
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
費
用
の
予
想
額
の
比
率
で
案
分
し
た

額
の
う
ち
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
交
付
金
の
額
に
係
る
額
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成



一
八
頁

八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定

二

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認
可
の
決
定

三

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別
清
算
に
係
る
協
定
の
認
可

四

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
由

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
金
の
額
を
減
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
由
に
関
し
て
特
定
電
話
提
供
事
業
者
か
ら
負
担
金
の
額
の
全
部
又
は
一
部
が
納
付
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
納
付
さ
れ
た

額
を
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
交
付
金
の
額
と
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ

ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
費
用
の
予
想
額
の
比
率
で
案
分
し
た
額
の
う
ち
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
た
交
付
金
の
額
に
係
る
額
を
、
交
付
金
と
し
て
速
や
か
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
章

負
担
金

（
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
話
提
供
事
業
者
の
事
業
の
規
模
の
基
準
等
）

第
二
十
六
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
電
話
提
供
事
業
者
の
前
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る



一
九
頁

電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
契
約
約
款
又
は
料
金
に
基
づ
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
て
、

利
用
者
に
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
の
提
供
に
係
る
収
益
の
額
（
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
の
接
続
に
関
す
る
協
定
又
は
卸
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二

十
九
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
卸
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
又
は
料

金
を
含
む
。
）
を
合
計
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
十
億
円
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
音
声
伝
送

役
務

二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
伝
送
役
務

三

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
専
用
役
務

２

電
話
提
供
事
業
者
が
前
年
度
又
は
そ
の
年
度
（
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
の
申
請
を
す
る
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
他
の
電
話
提
供
事
業
者
に
つ
い
て
、
合
併
、
分
割
（
電
気
通
信

事
業
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
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の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
相
続
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

、
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
若
し
く
は
相
続
人
又
は
他
の
電
話
提
供
事
業
者
か
ら
電
気
通
信
事
業
の

全
部
を
譲
り
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
、
分
割
を
し
た
法
人
若
し
く
は
被
相
続
人
又
は
当
該

事
業
を
譲
り
渡
し
た
電
話
提
供
事
業
者
の
前
年
度
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
益
の
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

そ
の
事
業
年
度
の
期
間
が
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
な
い
電
話
提
供
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
前
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
前
年
度
に
事
業
年
度
が
終
了
す
る
当
該
事
業
年
度
が
終
了
し
た
日
以
前
一
年
間
に
お
け
る
当
該
収
益
の

額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
で
な
い
電
話
提
供
事
業
者
の
当
該
収
益
の

額
の
算
定
方
法
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
収
益
の
額
に
十
二
を
乗
じ
て
こ
れ
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
益
の
額
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
へ
の
提
出
）

第
二
十
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
益
の
額
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
基
準
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
電
話
提
供
事
業
者
（
別
表
に
掲
げ
る
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
番
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
最
終
利
用
者
に
付
与
し
て
い
る
電
話
提
供
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事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
、
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援

機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
収
益
の
額

二

事
業
年
度
の
始
期
及
び
終
期

三

収
益
の
額
の
算
定
根
拠

２

前
項
の
規
定
は
、
当
該
書
類
の
提
出
期
限
の
翌
月
か
ら
七
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
新
た
に
別
表
に
掲
げ
る
指
定

さ
れ
た
電
気
通
信
番
号
を
最
終
利
用
者
に
付
与
し
た
基
準
を
超
え
る
電
話
提
供
事
業
者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
電
気
通
信
番
号
を
最
終
利
用
者
に
付
与
し
た
後

遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

３

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
書
類
を
提
出
し
て
い
な
い
電
話
提
供

事
業
者
に
対
し
、
同
項
の
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
負
担
金
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
電
話
リ
レ
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ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
が
算
定
す
る
各
月
の
一
電
気
通
信
番
号
当
た
り
の
負
担
金
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
番
号
単

価
」
と
い
う
。
）
に
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
に
通
知
し
た
特
定
電
話
提
供
事

業
者
ご
と
の
毎
月
末
の
電
気
通
信
番
号
の
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
数
」
と
い

う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
各
月
負
担
金
の
額
」
と
い
う
。
）
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ

り
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
負
担
金
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
各
月
負

担
金
の
額
の
月
ご
と
の
合
計
額
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
額
が
、
交
付
金
の
額
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
交
付
金
の
額
が
零
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
に
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ

ス
支
援
業
務
に
要
す
る
費
用
の
額
及
び
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
運
営
資
金
の
返
済
の
額
を
加
え
た
額
か
ら

、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
よ
り
生
ず
る
収
益
の
額
及
び
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
運
営
資
金
の

借
入
れ
の
額
並
び
に
前
年
度
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
繰
越
収
支
差
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
負
担
金
必
要
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
最
終
算
定
月
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
負
担
金
必
要
額
と
同
額
と
な
る
た
め
に
必
要
な
額
に
、
各
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
当
該
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番

号
の
数
を
、
当
該
月
の
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
総
数
（
算
定
対
象
電
気
通
信
番
号
の
数
の
合
計
を
い
う
。
）
で
除
し
て
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得
た
数
値
（
小
数
点
以
下
七
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
数
値
と
す
る
。
）
を
乗
じ
る
方
法
と
す
る
。

２

各
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
前
年
度
の
負
担
金
の
額
の
算
定
に
お
い
て
、
番
号
単
価
に
最
終
算
定
月
の
算
定
対
象
電
気
通

信
番
号
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
残
余
の
額
は
、
当
該
年
度
の
負
担
金
の
額
の
算
定
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
も
の
に
次
項

に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
加
え
る
」
と
す
る
。

３

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
番
号
単
価
を
算
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
総
務
大
臣
及
び
各
特
定
電
話
提
供

事
業
者
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
に
提
出
し
た
場
合
に
限

る
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
番
号
単
価
が
適
用
さ
れ
る
間
、

こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

総
務
大
臣
は
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
電
気
通

信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
規
定

に
基
づ
く
電
気
通
信
番
号
の
数
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
負
担
金
を
納
付
す
べ
き
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
電
気
通
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信
番
号
の
数
を
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
報
告
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
直
近
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
電
気
通
信
番
号
の
数
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
通
知
に
お
い
て
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
年
度
開
始
の
日
か
ら
最
終
算
定
月
ま
で

の
間
に
前
項
の
特
定
電
話
提
供
事
業
者
が
分
割
又
は
譲
渡
し
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
の
一
部
を
報
告
規
則
第
九
条
に
規
定
す

る
一
部
承
継
事
業
者
等
に
承
継
さ
せ
た
場
合
又
は
譲
り
渡
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
部
承
継
事
業
者
等
が
承
継
し
た

電
気
通
信
事
業
又
は
譲
り
受
け
た
電
気
通
信
事
業
に
係
る
電
気
通
信
番
号
の
数
（
複
数
の
特
定
電
話
提
供
事
業
者
か
ら
承
継

し
た
電
気
通
信
事
業
又
は
譲
り
受
け
た
電
気
通
信
事
業
に
係
る
別
表
に
掲
げ
る
電
気
通
信
番
号
の
種
別
が
同
一
の
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
直
近
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
電
気
通
信
番
号
の
数
の
割
合
で
案
分
し
た

数
（
小
数
点
以
下
一
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
数
）
）
を
当
該
分
割
又
は
譲
渡
し
を
し
た
特
定
電
話
提
供
事
業
者
の
電

気
通
信
番
号
の
数
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。

（
負
担
金
の
額
等
の
認
可
申
請
等
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
の
申
請
書
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
算
定
に
係
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
（
法
第
二
十
条
の
規
定
に
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よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
負
担
金
の
額

二

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
話
提
供
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
の
写
し

三

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
特
定
電
話
提
供
事
業
者
ご
と
の
収
益
の
額
の
算
定
方
法

四

負
担
金
の
徴
収
方
法

五

負
担
金
の
納
付
期
限

六

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
区
分
し
て
整
理
し
た
算
定
に
係
る
年
度
の
前

年
度
の
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
経
理
の
状
況

七

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
業
務
に
係
る
費
用
の
算
定
方
法
及
び
そ
の
算
定
結
果

２

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
支
援
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
後
又
は
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
後

に
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
話
提
供
事
業
者
か
ら
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
書
類
の
写
し
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
負
担
金
の
額
等
の
通
知
）

第
三
十
条

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
公
表
の
方
法
）

第
三
十
一
条

法
第
十
条
第
四
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
供
業
務
の
状
況
の
報
告
）

第
三
十
二
条

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
状

況
を
、
定
期
的
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
は
、
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
し
事
故
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
を

遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
七
頁

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
三
十
三
条

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和

年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。



  

様式第１（第 22条関係） 

 

交付金の額及び交付方法認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

 

 

 

 

 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 24 条第２項の規

定により、交付金の額及び交付方法の認可を受けたいので、次のとおり申

請します｡ 

 

１ 交付金の額 

  

 

２ 交付方法 

 

  



  

様式第２（第 24条関係） 

 

  年度における電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額

及び電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額等の 

届出書 

 

年  月  日 

 

１ 電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額 

 

 

２ 電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額 

 

 

３ 前年度の電話リレーサービス提供業務に係る繰越収支差額の予想額 

 

 

４ 電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額 

 

 

５ 電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の借入れの額の予想額 

 

  



  

様式第３（第 29条関係） 

 

負担金の額及び徴収方法認可申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

 

 

 

 

 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第25条第２項の規

定により、負担金の額及び徴収方法の認可を受けたいので、次のとおり申

請します｡ 

 

１ 負担金の額 

 

 

２ 徴収方法 

 

  



  

様式第４（第 32条関係） 

（表） 

 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年法律第 53号） 

第 17条第２項（同法第 29条で準用する場合を含む。）の規定による立入検査証 

 

 

職名： 

 

 

氏名： 

 

年  月  日交付     

 

 

総務大臣  印     

 

 

 

（裏） 

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（抄） 

 （報告徴収及び立入検査） 

第十七条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電話リレーサービス提供

機関に対し、電話リレーサービス提供業務に関し報告をさせ、又はその職員に、電話リ

レーサービス提供機関の事務所に立ち入り、電話リレーサービス提供業務の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

第三十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした電話リレーサー

ビス提供機関又は電話リレーサービス支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金

に処する。 

 三 第十七条第一項（第二十九条において準用する場合を含む。以下この号において同 

じ。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず

、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ８とすること。  



  

別表（第 27条関係） 

 
電気通信番号の種別 対象となる電気通信番号 

１ 固定電話番号 ＡＢＣＤＥＦＧＨＪ 

２ 付加的役務電話番号 ＡＢ０ＤＥＦＧＨＪ又はＡＢ０ＤＥＦＧＨＪＫ 

３ 音声伝送携帯電話番号 ７０ＣＤＥＦＧＨＪＫ、８０ＣＤＥＦＧＨＪＫ又は９０ＣＤ

ＥＦＧＨＪＫ 

４ 特定ＩＰ電話番号 ５０ＣＤＥＦＧＨＪＫ 

５ ＦＭＣ電話番号 ６００ＤＥＦＧＨＪＫ 

６ 特定接続電話番号 ９１ＣＤＥから始まる 13桁を超えない十進法による数字 

７ 事業者設備識別番号 （１） ００ＸＹ又は００２ＹＺ 

 （２） ００９１ＸＹ 

 

注１ 電気通信番号の種別は、電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号

）別表に掲げる電気通信番号の種別をいう。 

２ ２の項に掲げる電気通信番号については、電話提供事業者が付加的な

機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別

するための電気通信番号に限る。 

３ ７（１）の項及び（２）の項に掲げる電気通信番号については、当該

電気通信番号の次に電話提供事業者が付加的な機能を用いて提供する電

気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号

が続くものに限る。 

 


	01-1 省令案200911v2（溶込）
	02-1 省令 様式・別表200903

